
旧
岩
子
小
学
校
を
改
修
し
�

　
　
　
　
　
　
さ
く
ら
園
で
開
所
式
�さくら園の開所を出席者でお祝いしました�

わ
ら
び
座
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル�

　
多
く
の
来
場
者
が
感
動
し
ま
し
た�

生のミュージカルに来場者は釘づけ�

　
２
月
25
日
、
旧
岩
子
小
学
校
で
、
さ
く
ら

園
（
桂
田
ゆ
か
り
管
理
者
）
が
移
転
し
た
こ

と
に
伴
い
、
開
所
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
こ
の
日
は
、
さ
く
ら
園
を
運
営
す
る
理
事

長
や
町
長
、
保
護
者
、
利
用
者
が
あ
い
さ
つ

を
し
、
参
加
し
た
約
60
名
が
開
所
を
祝
い
ま

し
た
。�

　
さ
く
ら
園
は
、
障
害
者
が
自
立
し
た
生
活

を
営
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
で
す
。
こ

れ
ま
で
に
、
旧
岩
子
子
ど
も
園
、
旧
石
川
子

ど
も
園
を
利
用
し
て
き
ま
し
た
が
、
利
用
者

が
増
え
た
た
め
、
旧
岩
子
小
学
校
を
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
す
る
な
ど
改
修
し
、
よ
り
多
く
の

方
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。�
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
真
打
ち
競
演
�

　
　
　
公
開
録
音
が
行
わ
れ
ま
し
た
�ホールに大きな笑い声が響きました�

　
２
月
21
日
、
フ
ァ
ガ
ス
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ラ
ジ
オ
第
１
放
送
の
「
真
打
ち
競
演
」
公

開
録
音
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
出
演
は
チ
ャ
ー
リ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
、
堺
す

す
む
、
桃
月
庵
白
酒
、
宮
田
陽
・
昇
、
イ
エ

ス
玉
川
、
桂
文
楽
の
６
組
。
こ
の
日
は
町
内

外
か
ら
約
２
０
０
名
が
、
本
物
の
落
語
家
や

芸
人
を
見
よ
う
と
来
場
し
ま
し
た
。�

　
一
人
で
何
役
も
演
じ
分
け
る
巧
さ
や
テ
ン

ポ
の
い
い
掛
け
合
い
、
八
峰
町
を
ネ
タ
に
し

た
コ
ン
ト
な
ど
、
来
場
者
も
巻
き
込
ん
だ
り

し
な
が
ら
爆
笑
を
誘
い
ま
し
た
。�

　
今
回
収
録
し
た
内
容
は
、
４
月
４
日
、
11

日
の
午
前
10
時
５
分
か
ら
10
時
55
分
に
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ラ
ジ
オ
第
１
で
放
送
さ
れ
る
予
定
で
す
。�

　
２
月
24
日
、
フ
ァ
ガ
ス
に
お
い
て
、
わ
ら

び
座
生
き
生
き
シ
ア
タ
ー
「
笑
顔
予
報
は
晴

れ
の
ち
晴
れ
」
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
。�

　
こ
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
は
、
高
齢
者
の
自
殺

予
防
普
及
啓
発
事
業
と
し
て
秋
田
県
を
舞
台

に
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
生
き
が
い
が
な
く
な

っ
た
高
齢
者
が
、
生
き
が
い
を
見
つ
け
る
こ

と
で
充
実
し
た
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。�

　
こ
の
日
は
約
２
３
０
名
の
方
が
訪
れ
、
生

の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。
時
に

は
感
動
し
、
時
に
は
笑
い
、
と
て
も
楽
し
い

時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。
最
後
に
は
、
来
場

者
全
員
で
歌
も
歌
い
ま
し
た
。�

パートタイム労働法が変わります�

　平成27年４月１日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができる

ようにするため、パートタイム労働法や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。�

主な改正のポイント�

　①パートタイム労働者の公正な待遇の確保�

　　・正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大�

・パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材の活用の仕

組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない�

　②パートタイム労働者の納得性を高めるための措置�

・パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主が説明

をしなければならない�

・事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備し

なければならない�

・パートタイム労働者を雇い入れたときは、事業主が文書交付により「相談窓口（相談担当者の

氏名、役職など）」を明示しなければならない�

■問合せ先　　秋田労働局雇用均等室　　０１８－８６２－６６８４�

永住者の方へ�

　現在お持ちの外国人登録証明書は、「次回確認（切替）期間」の記載にかかわらず、以下の日まで

に、在留カードに切り替える必要があります。�

　2015年７月８日の直前の時期は、窓口が大変込み合うことが予想されます。外国人登録証明書か

ら在留カードへの切り替えの申請は、今からでも行うことができますのでお早めに申請ください。�

■申請・問合せ先　　仙台入国管理局　秋田出張所　　０１８－８９５－５２２１�

●2012年７月９日時点で16歳以上であった方�

　　　　　　　　　　　　　　→　2015年７月８日まで�

●2012年７月９日時点で16歳未満であった方�

　・2015年７月８日までに16歳の誕生日が到来する方�

　　　　　　　　　　　　　　→　16歳の誕生日まで�

　・2015年７月９日以降に16歳の誕生日が到来する方�

　　　　　　　　　　　　　　→　2015年７月８日まで�

�


